
１．研究の目的 

日本では無料低額宿泊所(以下、無低宿泊所)が、1990

年代末以降急増し、住居を喪失した生活困窮者への住居

提供に大きく貢献してきた１。無低宿泊所は一時的な居

住の場との位置づけであったが、2020 年施行の生活保

護法改正(第三十条第一項ただし書)により、生活保護を

受けながら住む日常生活支援住居施設が位置づけられ、

令和元年厚生労働省令第三十四号「無料低額宿泊所の設

備及び運営に関する基準」での要件を満たした無低宿泊

所を、一時的居住ではなくより長期の入所が可能な日常

生活支援住居施設として運営することが可能となった。 

しかし実際にはこれまでも無低宿泊所の入居期間が長

期間に及ぶことも多く、「そうした囲い込みによって宿

泊所経営者が安定的な収入を確保しているといわれるこ

ともある」２といった指摘があった。またこれまでガイ

ドライン３へのコンプライアンスに努めず、居住環境・

処遇の両面で劣悪な生活を強いる無低宿泊所の存在が指

摘され“貧困ビジネス”と非難されることがあった４。 

 一方、住居を喪失してホームレス状態５となった人の

住居定着を支援する別の手法としてハウジングファース

ト(以下、HF)がある。HF は 1992 年設立の非営利組織 

 

Pathways to Housing(以下、PH) のニューヨーク市で

の活動が発端になり、米国やカナダ、欧州、豪州などの

様々な都市に広がっている。それまでの支援がステップ

アップ方式等 6 と呼ばれるシェルターや救急施設などか

ら暫定的住居、恒久的住居へと段階を踏むものであった

ことに対して、HF ではまず恒久的に適切な住居を提供

し、住居定着のために必要なサービスを提供する。HF

がステップアップ方式より住居維持率が高いことについ

ては、Tsemberis がニューヨーク市で実施した調査結果

を始めとしたエビデンスが積み上げられている 7。 

日本での HF については、窪田(2009)による、東京が

2004 年から 2009 年にかけて実施した「公園等生活者地

域生活移行支援事業」8 を事例とする研究が行われた。

また、後藤･稲葉･三村･大澤 (2019)は、「ハウジングフ

ァースト東京プロジェクト」9 (以下、HF 東京プロジェ

クト)による安定的な住宅への移行支援に関して、自立

支援センターや更生施設との比較における、移行率の高

さと住宅維持率の高さ及びその期間の長さを示した 10。 

HF は当事者の自己決定から尊厳を取り戻し、回復へ

と導くリカバリー志向の支援方法であるが、後藤･稲葉･

三村･大澤 (2019)が指摘するように日本では HF が小規
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模且つ実験的に行われている段階であり、諸外国のよう

に HF が住居定着の主要な支援方法とはなっていない。 

本研究は、筆者が行った山谷での実態調査により生活

困窮者支援における当事者の自己決定の重要性を示し、

東京における既存の支援の比較を行い、当事者の回復を

重視した HF を実践するキーパーソンに対する Zoom に

よるインタビューを実施した上で、日本における HF を

取り入れた支援の展開可能性に関する考察を行うもので

ある。    

 

２．ＨＦとはどのような支援か 

（１）ＨＦの５原則 

まず HF による支援の核が何かを整理する。PH は

HF の５原則に則るものでなければ、HF ではないとし

ている 11。HF の５原則とは、①治療や断酒が前提条件

ではなくまず住居を提供、②当事者 12 の選択と自己決

定、③リカバリー志向性：当事者が決める回復への道、

④当事者を中心とした、状況に合わせて行う適切な日常

生活支援、⑤コミュニティでの自立的生活サポートであ

る。PH の創設者である Tsemberis が HF を始めた動機

は、慢性的ホームレス状態の人々の存在とその多くが精

神疾患や依存症などを抱えていることであった 13。ステ

ップアップ方式では治療を受けることが条件となるため

にプログラム対象とならない、或いはプログラムから脱

落して路上生活へ戻ってしまう慢性的なホームレス状態

の人や安定した住居の喪失が長期化した人に対して、こ

の５原則による HF は効果的な住居定着支援となった。 

（２）住居と支援サービスの分離 

HF において当事者は、Assertive Community 

Treatment (ACT)又は Intensive Case Management 

(ICT) 14 による支援サービスを利用できる。また、住居

提供と支援サービス提供の分離が HF の特質 15であり、

HF の５原則に則る当事者の自己決定や状況に応じた適

切な支援を進める上で分離は必須と考えられる。 

Tsemberis (2010) は様々な都市で進められるようになっ

た HF において、その重要な要素全てがすぐに実行され

るよう HF の必須項目をリスト化したフィデリティチェ

ックリスト 16 を作成しており、このリストにおいても住

居と支援の分離が明確にうたわれている（表１のⅡ）。

（３）ホームレス支援プログラムの中核である HF 

 米国やカナダ、欧州、豪州では公的な政策として HF

のプログラムが位置付けられている 17。例えばアメリカ 

表１：HF のフィデリティチェックリスト 
表題 チェックリスト（38 項目）  ＊：ICM における ACT との相違点 

Ⅰ 

住

居

の

選

択

と

構

造 

１. 当事者には、住居の立地やその他特徴に関して多くの選択肢がある。 

２. 当事者は、選んだ個室にすぐに入居が出来る。（住居についての公的

扶助が確保されてから 6 週間以内） 

３. 借家権は永続的とされ、標準的な賃貸借や占有権の契約上定められた

期限以外には、予期されるものを含め実質的な期限の設定はない。 

４. 当事者は、その収入から妥当な額(収入の 30％未満の家賃を支払う。 

５. 当事者は、立地の分散した、民間市場で取引されている住居に住む。

その住居は精神障害や他の障害を抱える人が住むことも可能である。 

６. 当事者が、他の居住者との居住空間の共有を求められることはない。 

Ⅱ 

住

居

と

支

援

の

分

離 

７. 当事者は入居において、入居における妥当性（過去に家賃の支払いの

滞納や借金の履歴の有無等）は問われない 

８. 借家権の継続において、医療・治療・支援サービスを受けることが条

件ではない 

９. 当事者の住居に関して法的権利を有し、賃借や賃貸契約に関して特別

の要件は設けられない。 

10. 当事者が住居を失った場合、すぐに新しい住居に移ることができ、転

居回数についての基準や制限はない。 

11. 当事者は、住居を失った場合においても、支援プログラムを継続して

利用できる。 

12. プログラムスタッフは、当事者の住む住宅に配置されるのではなく移

動可能で、サービス提供のために当事者が選んだ場所へ赴く。 

Ⅲ 

支

援

に

関

す

る

哲

学 

13.当事者は、サービスの種類、順序、頻度の選択を継続していくことが

できる。 

14. 精神障害を抱える当事者が、服薬や、治療プログラムへの参加を義務

付けられることはない。 

15. 薬物・アルコール等の使用障害（依存症）を抱える当事者が、治療プ

ログラムへの参加を義務付けられることはない。 

16. 使用障害についてはハームリダクションアプローチを利用する。 (ハー

ムリダクションアプローチは薬物・アルコール等を断つことを義務付ける

ものではなく、使用による心身への害を減らすためのものである。) 

17. スタッフは日常的に行動変容を促す動機付け面接を繰り返し行う。 

18. プログラムでは、関係性構築が困難な当事者に対して、関係性構築の

ための様々な支援技術を用いる。 

19. プログラムは、当事者に対して治療を受けることや治療の順守を強制

するものではない。 

20. プログラムは、当事者を中心とした治療計画を行う。 

21. プログラムは、1 人 1 人の幅広い生活領域に関わるために、特定の介

入方法を体系的に行う。 

22. プログラムは、日々の活動において当事者の自己決定と自立を向上に

努め、強く擁護する。 

Ⅳ 

受

け

ら

れ

る

支

援 

の

種

類 

23. プログラムは当事者に対して、公的扶助受給、水道・電気・ガスの設

定、近隣の案内、家主との関係、施設管理、家計、買い物を含めた住居を

維持するための支援を行う。 

24＊. プログラムにおいて精神医療のサービスを直接提供する。 

25＊. プログラムにおいて薬物・アルコール等の使用障害に対する、包括

的、且つ段階的な治療を直接提供する。 

26＊. プログラムにおいて就労支援サービスを直接提供する。 

27＊. プログラムにおいて看護サービスを直接提供する。 

28＊. プログラムにおいて地域での自立的生活のための支援サービスを直

接提供する。 

＊24～28：ICM では、プログラムがサービスを直接提供するものでは

なく、サービス提供のための調整を行う。 

29. プログラムは、当事者が急性期やその他危険な状況を迎えた時のため

に、24 時間の電話対応を行い、必要に応じて救急サービスに繋げる。 

30. プログラムは入院治療の際にも関わり、適切な退院とするため病院ス

タッフと協働する。 

Ⅴ 

プ

ロ

グ

ラ

ム

の

構

造 

31.安定した居住のため、多くの困難を有する人を優先的に登録する。 

32＊. 常に当事者とスタッフ数との比率を 10：1 程度の低さに保つ。この

スタッフ数には精神科医や、運営に関わるスタッフを加えない。 

 ＊32：ICM では、ケース担当数は 15：1 から 20： 1 の比率。 

33.当事者の安全と健康を確保するために、当時者とのコンタクトにおけ

る敷居を極力低いものとする。 

34＊. スタッフは、多くの専門家で構成されたチームとして機能する。例

えば臨床医はプログラムの対象者全員について知っており、支援を行う。 

 ＊34：ICM は、チームとして機能するプログラムではない。 

35. スタッフは、各利用者のためのケアプランの策定と見直しのためのミ

ーティングを高い頻度で実施する。 

36＊. 毎日行う組織的なミーティングにおいて、全ての当事者に関して 24

時間前からの臨床状況と面接時の状況の振り返りを行い、その日のスタッ

フの予定を計画する。 

 ＊36：ICM では、１週間毎のケース検討を行う。 

37. スタッフメンバーには、ピアサポートの専門家として当該地の基準で

認められた、又は同等の資格を有するピアスタッフが含まれる。 

38. 当時者は、プログラムの運用や方針について、意見を述べたり、付け

加えたりする機会を有する。 

・このチェックリストは ACT による支援についてのものであり、ICT との相違点
については、上記表の＊印部分で説明を加えた。 



では家賃に関して、表１のフィデリティチェックリスト

においても示されているように、ホームレス状態である

当事者がアパートを借りるために自身の収入の 30％に

充たる額を負担し、残りを住宅都市開発省（HUD）が

助成する(Section８Voucher)18といった公的な助成プロ

グラムがあり、精神障がい者に対する効果的な支援サー

ビスとされる ACT や ICM に関しても公的助成を利用で

きることで HF が成り立っている 19。アメリカにおいて

HF が連邦政府及び州政府における主たる政策モデルと

位置づけられるようになった理由に関して、Nunez 

(2010) は、ホームレス状態の人が増加し、シェルターの

定員に限りがある中で、HF は政策費用の面で効果的な

方法とされたことを指摘している 20。 

 

３．山谷における実態調査と自己決定の重要性 

（１）山谷の路上生活者 

 山谷は簡易宿泊所が集積する日本三大寄せ場の一つと

して、戦後高度経済成長期からバブル期を通して多くの

日雇い労働者が集まる地域であったが、現在は高齢化が

進んだ福祉ニーズの高い地域となり、ホームレス状態の

人々を支援する諸団体の活動が展開している 21。 

「山谷の路上生活者を対象とした健康・生活実態調

査」22 では、調査対象とした山谷の路上生活者 100 名中

69 名に飲酒習慣があり、内 41 名にアルコール依存症の

疑いがあること、路上生活の期間が長い人ほど飲酒の習

慣があること、アルコール依存症の疑いがある人ほど一

般的信頼感が低くなることといった結果が出されおり、

ホームレス状態の人のアルコール依存症の問題の大きさ

を示唆している。同時にこの調査では、路上生活者の日

常生活動作(ADL)の自立状況について質問しており、

100 名中 85 名に日常生活動作を自立して行う能力のあ

るとの結果となり、彼らの身体的自立度の高さが示され

た。また先述したように、米国で HF が進められた理由

は既存の支援ではうまくいかなかった精神疾患や依存症

を抱える当事者の居住支援に有効と実証されたからでも

あり、この調査が指摘する山谷の路上生活者のアルコー

ル依存症の可能性の高さに対しても、彼らの住居定着支

援において、当事者の回復を重要な要素と位置付ける

HF５原則に則った支援が効果的となる可能性が高いと

考えられる。 

（２）山谷の簡易宿泊所の長期滞在者 

 山谷の簡易宿泊所にはホームレス状態等住宅困窮者層 

が長期滞在することで知られているが、「山谷地域の簡

易宿泊所滞在者を対象にした健康・生活調査」23 では、

長期滞在者に対して、 「(ケア付き) 個室の NPO 等の宿

泊施設 24 と簡易宿泊所では住むとすればどちらを選びま

すか？」との質問を行っており、145 名(95.4％) が簡易

宿泊所と回答し、７名(4.6％)が NPO 等の宿泊施設と回

答した。そして簡易宿泊所を選択した回答者における、

その理由の上位３項目は「お金を自由に使いたい」「よ

り自立的な生活がしたい」「（NPO 等の宿泊施設が）

拘束的である」となり、当事者の自己決定に関わるもの

であった（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１：簡易宿泊所を選択する理由（同調査を元に筆者作成） 
 

表２：簡易宿泊所選択理由の相関性(同調査を元に筆者作成) 

  より自立

的な生活

がしたい 

お金を自

由に使い

たい 

拘束的で

ある 

より自立

的な生活

がしたい 

Pearson の相関係数 1 .374** .178* 

有意確率 (両側)   0.000 0.029 

度数 151 151 151 

お金を自

由に使い

たい 

Pearson の相関係数 .374** 1 .249** 

有意確率 (両側) 0.000   0.002 

度数 151 151 151 

拘束的で

ある 

Pearson の相関係数 .178* .249** 1 

有意確率 (両側) 0.029 0.002   

度数 151 151 151 

**. 相関係数は 1% 水準で有意 (両側)。  

*. 相関係数は 5% 水準で有意 (両側)。  

表 2 のように上位 3 項目の各相関関係は統計的に有意

となっており、特に「より自立的な生活がしたい」と「

お金を自由に使いたい」については、Pearson の相関係

数 0.374 (p<0.01)、「お金を自由に使いたい」と「拘束

的である」については Pearson の相関係数 0.249 

(p<0.01)と出ている。次章でも述べるように多くの無低

宿泊所では生活保護費の殆どが費用として徴収され、1

～2 万円程度しか当事者の手元に残らないといった背景

が影響しており、無低宿泊所での生活は「自立的ではな
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い」或いは「拘束的である」という当事者の実感に繋が

っていると考えられる。 

また、質問項目では無低宿泊所の個室との設定で上記

の返答を得たわけであるが、実際には既存の無料低額宿

泊所では、二段ベッドが並ぶ大部屋や、一部屋をベニヤ

や石膏ボードで仕切った一人２畳に満たない劣悪な簡易

個室が未だに見られる。又、無低の個室と設定した質問

項目であっても無低宿泊所を選択しない当事者が殆どで

あることは、自身の生活における選択の自由、自己決定

の重要性を示唆していると考えられる。 

４．東京における HF を含めた既存の支援の比較 

HF では住居と支援サービスが分離されることに対し

て、無低宿泊所では住居と生活サービス(食事・入浴・

金銭管理など)を一体に提供する場合が大半である 25。

無低宿泊所を運営している NPO 法人の一つがホームペ

ージ上で公開している利用料は、１月あたり 139,800 円

/月で、住居と食事を含む生活サービス全体を同一事業

者が提供する（表３のＡ）。一律でメニュー・コストを

設定し、当事者は選択できない。さらに無低宿泊所に入

所した生活保護受給者は家賃を住宅扶助費から、生活サ

ービス費を生活扶助費から支払うが、家賃・生活サービ

ス費共に住宅扶助費・生活扶助費に合わせて金額設定さ

れている。そのために無低宿泊所入所者の手元にはお金

があまり残らず、上述調査の金銭的な自立を求める声が

大きくなる結果の要因と考えられる 26。 

山谷では 2020 年 6 月現在で 124 軒 27 の簡易宿泊所が

運営されているが、その中には「見守り型簡易宿泊所」

としての取り組みをホームページで公開しているところ

がある 28 (表３のＢ)。宿泊料は山谷の簡易宿泊所の平均

的金額であるが、サービス面での他の簡易宿泊所との違

いは、週１回居室清掃を行う、高齢の利用者や体調に不

安を抱える利用者の見守りと生活支援を行う、生活相談

員が簡易宿泊所における管理の業務を兼ねて常駐してい

る点だ。生活相談員の中には、看護師、精神保健福祉

士、公認心理師の資格を持つ者がおり、利用者の状況や

要望に応じて面談時間を設け別途専門の相談員が週 1～

2 回訪問、適切な外部の支援への繋ぎを行う。見守りが

必要と考える高齢な利用者や近隣の差別の目を恐れてア

パート暮らしを敬遠する利用者は継続的な居住を選ぶ

が、精神的に安定した利用者はアパート自立となること

も多い 29。 

表３：利用料・サービスの比較 
Ａ 無料低額宿泊所 Ｂ見守り型簡易宿泊所 Ｃ つくろいハウス 

利

用

料 

家賃 家賃 69,800 円/月 宿泊料 69,750 円/月 

(１泊 2,250 円/泊) 

管理費・水光熱費・清

掃代込み 

家賃 53,700 円/月 

管理

サー

ビス

費用

家政共益費(食費・管

理費・消耗品費・水光

熱費) 

70,000 円/月 

― 

共益費(水光熱費込み) 

6,000 円/月 

計 139,800 円/月 69,750 円/月 59,700 円/月 

サービス

の内容

生活支援員 24 時間

365 日配置。 

要介護者・障害者に

は、在宅医療や訪問介

護のサービスをコーデ

ィネートする。 

生活相談員が午前９時

から午後６時まで平日

に駐在し、日常生活支

援や生活相談にあた

る。夜間は宿直者が駐

在。必要に応じた緊急

通報装置の使用。 

一人ひとりの状態に応

じて医療や訪問看護、

介護に繋げる。 

生活支援スタッフ２名

(各々週２回)やボラン

ティアなどによる、生

活相談・見守り、アパ

ート移行支援、福祉事

務所・医療機関等への

同行支援など。管理人

の夜間駐在。

アパート移行時に医療

や訪問看護に繋がるこ

とが多い。

居室 定員 18 名 

全室個室５㎡以上 

個室 33 室 共用浴室

シャワー・ラウンジ

個室６室（２室毎にキ

ッチン・浴室共有）  

生活保護費

例 

住宅扶助費 69,750 円/月 生活扶助費 78,600 円/月 

計 148.350 円/月 (台東区簡易宿泊所宿泊者の一例) 

 さらに、HF 東京プロジェクトの構成団体の１つであ

る一般社団法人つくろい東京ファンドが運営する、小規

模の他利用者との共同生活となる住まいは、規模の大き

い無料低額宿泊所 A や簡易宿泊所 B とは違い、個人が

地域生活を送る形態に近くなるシェアハウス・アパート

における居住支援である(表３の C)。一般社団法人つく

ろい東京ファンドは、アウトリーチ(夜回り)などを通し

て接触したホームレス状態にある人にアパートが見つか

るまでの期間(原則３か月、当事者の状況により更新可

能)に居住できる「つくろいハウス」(東京都中野区)を運

営している「つくろいハウス」は生活相談・見守り・ア

パート移行支援などと併せ、必要に応じて、HF 東京プ

ロジェクトの他の構成団体による支援(クリニック通院

・ソーシャルワーカー訪問・訪問看護・各団体の居場所

等)が行われている。 

 表３のＢ・Ｃでは、家賃(宿泊費)と管理料・共益費程

度で住居を運営し、ケース検討を行いながら、当事者そ

れぞれに適切なプランを、既存の支援の仕組み（医療や

訪問診療、訪問看護、訪問介護）や様々な地域資源に繋

げるような形で作り上げている。 

ホームレス状態から入居した当事者は食事・入浴など

の日常生活全般を自立して行うことが殆どであるが、そ

の一方でＡのような住居と生活サービスを囲い込む無低

宿泊所が全国に急増した。その背景となる日本の現在の

仕組みと日本における HF 推進の課題と改善策について

次章で考察する。 



５．日本における HF 推進の課題と対策の方向性 

（１）福祉事務所ケースワーカーの過度の負担 

住居と生活サービスを囲い込む無低宿泊所が全国に急

増したことの背景として、山田(2016)は、福祉事務所側

に、生活保護受給者が増加する中で生活保護ケースワー

カーの人数はそれに見合った水準で増員されなかったと

いう事情があり、福祉事務所にとって、無低宿泊所であ

れば日常的な見守り等を事業者側に委ねやすいという点

を指摘している 30。ケースワーカーの担当数が基準の

80 世帯を大きく上回り、福祉事務所によってはその過

剰な負担回避のため無低宿泊所に大きく依存している傾

向があり 31、これが住居・生活サービスのコストを抑え

ることで営利目的の囲い込みが生まれる原因と考えられ

る。山田(2016)における無低宿泊所入所者調査では、回

答者の 53.6％が福祉事務所の紹介で入所していた 32。 

（２）当事者と支援者の対等性 

慢性的ホームレス状態の人々の住居定着のために必要

な支援が、当事者と支援者が対等の関係でない状態で行

われることは、自己決定権を奪う「支配的な支援」とな

り、当事者の尊厳を損ね、自立と回復を妨げる。当事者

が無低宿泊所事業者と対等な関係での契約を結びにくい

状況については吉田(2018)などの報告があり 33、対等で

ない関係性の中、一律の料金で生活全てにわたるサービ

スを提供することは「与えられるだけの支援」となり、

当事者による選択、当事者個々の様々な状況に合わせた

適切な支援、コミュニティにおける自立的な生活の実現

からは遠ざかる。ガイドラインの 2015 年改定では、住

居と支援サービスの分離に関わる、「居室の利用以外の

サービスに係る費用の契約を締結しないことにより退去

を求めているとき」に各地方公共団体が事業者に対して

経営の制限又は停止を命じることが追記されたが、「無

料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準」の施行で同

ガイドラインは廃止となった。無低宿泊所及び日常生活

支援住居施設事業者の責務が規定されている同基準にお

いて、当事者の支援サービス利用の選択を保証する規定

は見られない。同基準などにおいて、自己決定や選択を

保証する規定、及び居室の利用以外のサービスに係る費

用の契約を締結しないことにより退去を求めることを禁

じる規定を加えるべきと考えられる。 

一方、HF 東京プロジェクトでは上から下目線の支配

的支援ではなく当事者との対等な関係と対話を続けるこ

とで当事者の選択、そして回復に繋げることを重視して

いる 34。PF と HF 東京プロジェクトは「住まいは人権

」を理念としているが 35、対等な関係性づくりは当事者

の人権・尊厳を尊重する姿勢の表れと考えられる。 

（３）HF の導入に当たって考慮すべき評価基準 

上述のように、ホームレス状態の人の住居定着におい

て、当事者と支援者が対等な関係であり、当事者の尊厳

が尊重されているかを確認するためには、当事者に対し

て生活満足度を直接確認する個別面接調査が有効と考え

られる。しかし囲い込みの状態で、事業者が主体で行う

面接調査には、その結果の信頼性に問題が生じる 36。そ

のため、匿名性による発言の自由が確保された第三者機

関による面接調査による評価が望ましい。健全な HF 導

入には、管理側との利害関係が全くない第三者機関への

委託による面接調査を評価基準とするべきである。 

（４）法外援護として「繋ぎの支援」を位置づける 

 一方で現在の日本では、ホームレス状態の人々が地域

で自立的な生活を送るために必要となる「繋ぎの支援」

に対する公的な枠組みがない。アパート自立の際 HF 東

京プロジェクトによる支援は、医療や訪問診療、訪問看

護、訪問介護といった既存の仕組みを用いており、既存

の仕組みに繋げるまでに、別の財源の活用やボランティ

アの参加で行っている繋ぎの支援 37が重要な役割を果た

している。生活保護制度下ではこの部分の柔軟な公的費

用負担の仕組みが無いことが、当事者が自分に適切な支

援を選ぶことが出来ない囲い込み型支援が増加した理由

の一つと考えられる。改善策としては法外援護として繋

ぎの支援を位置づけることが考えられる。そのことによ

り当事者の自己決定を促し回復から自立的生活への導く

ことをより可能とし、要保護世帯以外にも応用しうる。 

（５）リカバリー志向性の高い支援が支える当事者の自

立的な地域生活 

精神疾患や使用障害を抱える可能性の高いホームレス

状態の人々の回復は、彼らの自己決定を重視するリカバ

リー志向性の高い支援により促進される。 

当事者が地域で自立的な生活を送ることが HF の原則

の一つでもあり、HF 東京プロジェクトの例ではソーシ

ャルワークの取組みと同時に、カフェをはじめとする、

地域の人たちと共有する居場所づくりを行っているが、

ここで当事者と地域との“顔つなぎ”を行っている 38。先

述の見守り型簡易宿泊所においても事業者は山谷でカフ

ェを運営し、当事者が参加する地域での清掃ボランティ

ア活動を展開している。より自立的に地域生活を送るた



めのこうした施設外での取組みに対しても評価すること

が健全な HF の導入に有効であると考えられる。 

 

６．おわりに 

住居を与えるだけが HF と呼べないだけではなく、身

体的自立度の高い当事者に対して住居と生活サービスを

囲い込み、当事者の選択・自己決定のプロセスや経済面

の自立の機会を奪う方法もまた、当事者の尊厳を貶め回

復・自立に繋がらず HF の理念から遠ざかることとな

る。更に現在の日本では HF とは呼べない方法が既に広

がっており、「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する

基準」において当事者の支援サービス選択を保証する規

定が見られないなど、HF とは呼べない方法の継続され

る可能性が高いことが本研究に取り組む動機である。貧

困ビジネスと揶揄されがちな無低宿泊所の改善策として

本年 10 月より事業を開始することとなる生活困窮者支

援のための日常生活支援住居施設を囲い込みの新たな温

床とすることを避けるためにも、住居と支援の分離を謳

う HF の５原則を見直すことを通して、当事者が自身に

あった生活支援サービスを選択できるための改善策をこ

こに提言した。HF の謳うリカバリー志向性の高い支援

をどう実現するか、仕組みの構築が望まれる。 
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8 借上げ住居の２年間低家賃(月額 3,000 円)での貸し付けと公園等での

面接相談、健康診断、就労機会の確保や生活相談の実施、一般生活へ
の移行支援を 2004 年から行い、2009 年に事業終了となった。 

9 HF東京プロジェクトは表３の７団体で構成されている。2010 年に医

療・福祉による支援が必要なホームレス状態にある人々の精神・医療
向上プロジェクト「東京プロジェクト」としてスタートし、2017年
に「ハウジングファースト東京プロジェクト」に名称変更した。 
表４：HF東京プロジェクト構成団体 ＊HP及び参考文献(5)pp.132 
世界の医療団 1980年にフランスにて設立された NGO。15カ国に事務局があり国内外

で医療の非整備、格差に取り組む。全体コーディネート、医療相談会、

アドボカシー、広報、ファンドレイジングなど。 

NPO法人

TENOHASI 

2003年から池袋で夜回り・炊き出しを行ってきたホームレス支援団体。 

べてぶくろ グループホームの運営、当事者研究、べてるの商品販売、自助活動 

訪問看護ステーショ

ン KAZOC 

看護師・作業療法士による精神科訪問看護事業を行っている。現在は

都内４カ所に事業所を持つ。 

一般社団法人つくろ

い東京ファンド 

都内の複数の生活困窮者支援団体の関係者が集まり 2014年に設立。 

「つくろいハウス」の運営や、都内数カ所での住宅借り上げ、「カフェ潮の

路」の運営、アドボカシー。 

ゆうりんクリニック 2016年春に開院したソーシャルワーク中心型の医療サービス期間 

ハビタット・フォー・ヒ

ューマニティ ジャパ

ン 

1976年アメリカで発足。設立以来、世界 70か国以上 1,300万人以上に

住宅支援を行う国際 NGO。日本の住宅支援では、修繕、清掃支援、見

守り活動等を実施。 
10 つくろいハウス」入居者は、アパート等の他の住宅に移行した後

も、HF東京プロジェクトの構成団体による、必要に応じた様々な支
援を受けることができる。後藤・稲葉・三村・大澤(2019)は、「つく
ろいハウス」入居者の多くは過去に施設を中心とした公的支援が複数

回途切れた経験を有しているにも関わらず、「つくろいハウス」から
の移行先における目的外移行率(路上・失踪・不明といった支援の主



旨とはそぐわない移行した割合)が 8.6％と、更生施設 24.2％、自立支

援センター34.7％と比べて極めて低いことを示している。さらに「つ
くろいハウス」からの移行先が「アパート・実家等」の安定的な住宅
であった人々のうち 88.6％がその後もその住宅を維持しており、しか

もそのうち 74.3％が１年以上であったことを示している。尚、同研究
では、「つくろいハウス」は一時的滞在であり直接路上から恒久的住
宅の提供ではないため、厳密な意味での HFとは呼べないが、属性を

問わずホームレス状態にある人に直接個室の住宅を提供し、住宅維持
を前提とした支援を継続している「HF型」の取組みとしている。 

11  
https://www.pathwayshousingfirst.org/ 

12 
HFプログラムでは支援を受ける人を consumer、client、participant 等

と呼んでいるが、本稿では「当事者」で統一する。 
13 参考文献 (2) pp.23-24,pp.49、参考文献 (7) pp.13-18 
14 参考文献(7)pp.8における ACTと ICM の定義は以下の通り。 

ACT :重度の精神疾患と様々な支援ニーズのある当事者に対して、
様々な専門領域のスタッフが直接医療や支援を提供する。ＡＣＴ

team は、サービス提供の集合体であり、24 時間随時対応のサービ
スと、スタッフ人数に対する当事者人数の割合が低い。 

ICM: 中度の障害のある当事者に対応する、臨床医やケースワーカー

によるチーム。スタッフ 1人あたり当事者 10～20人の比率で構成
する。PHによる HFモデルでは、ケースマネージャーが 1日 24 時
間、週 7 日対応できることを推奨している。電話でのスタッフへ

の連絡は可能である。多くのハウジングファーストプログラムで
は、24 時間体制のオンコールサービスが実装されている。 

 参考文献(9)で示されたように、日本の ACT は精神障害者の地域生

活支援として一部で実践が進められており、「包括型地域生活支援
プログラム」と訳されている。 

15
 参考文献(7)pp.23-25 

16 参考文献(7)pp.215-218 
17

 参考文献(2)pp.133-166 
18 参考文献(7)pp.171-172 
19 参考文献(7)pp.172-173 日本のように生活保護制度で一括されるの
ではなく、居住支援（住まいの確保）、精神障害支援、就労支援、
それぞれ別の公的助成プログラムが存在する。 

20 参考文献(1)pp.72-79 
21

NPO法人山友会、NPO法人自立支援センターふるさとの会、NPO法
人訪問看護ステーションコスモス、一般社団法人結 YUI、 NPO法人

友愛会など(五十音順)。各団体はアウトリーチ、炊き出し、相談や、
支援付き住宅・簡易宿泊所の運営などを行っている。 

22 研究代表者義平真心(所属：東京女学館大学、東京大学大学院医学系

研究科健康社会学分野 客員研究員)。第 59 回日本都市学会大会にて
口頭発表。 

･調査期間：2010 年 1 月 20日～3月 2 日 

･調査方法：主にいろは会及び玉姫公園で野宿をしている方に直接声
掛けし、その場で柔軟な形での構造化面接を行った。 

・調査協力者：103 名 内有効数：100 名(男性 99 名・女性１名) 

・アルコール依存症の疑いについては、アルコール依存症スクリーニ
ングテスト(CAGE)を用いた。 

・野宿期間の長い人ほど飲酒習慣の習慣があることについては、

Pearson の相関係数 0.234、p<0.05での相関性があった。 

・一般的信頼性に関しては「たいていの人は信頼できると思います
か」と質問し、「1． 信頼できると思う」(14％)、「2． 常に用心し

た方がよい」(52％)、「3． わからない」・無回答（34％）との結果
となった。アルコール依存症の疑いがある人ほど一般的信頼感は低
くなることについては、Pearsonの相関係数-0.309、p<0.05 の相関性

があった。 

・路上生活者の日常生活動作(ADL)の自立状況は表 4 の通り。 

表５：路上生活者の日常生活動作(ADL)調査結果 

 
食事 着替え 入浴 排泄 歩行 

コミュニケ

ーション 

一人でできる 89 名 89 名 87 名 89 名 89 名 87 名 

一部手助けが必要 4 名 2 名 4 名 2 名 2 名 3 名 

無回答 7 名 9 名 9 名 9 名 9 名 10 名 

計 100 名 100 名 100 名 100 名 100 名 100 名 
 

６項目全てに「一人でできる」と回答した人  85 名 
23 研究代表者義平真心(所属：東京女学館大学)。日本学術振興会科研
費 若手研究（B）。第 59 回日本都市学会大会にて口頭発表。 

調査期間：2011年 3 月～5 月 

調査対象・目的：山谷地域の簡易宿泊所滞在者を対象に、健康状態
等現状を把握。今後の簡易宿泊所のあり方を把握する。 

調査方法：簡易宿泊所の経営者または管理人の紹介、もしくは宿所

を訪問したその場募集により、柔軟な形での構造化面接を行う。 

調査協力者数：164 名（男性 164名。内、生活保護受給者 154 名、
年金受給のみ 2 名、労働者 7 名、障害・要介護・認知症恐れ・腰

痛・塵肺・寝たきりなど何らかのケアを要すると思われる人 79

名、難病をかかえる人 3 名、野宿経験者 86名） 
24

 当事者間では無料低額宿泊所の呼称が定着しておらず、「NPO」と

認識していることが殆どのためこの表現とした。 
25

 厚生労働省社会・援護局保護課「無料低額宿泊事業を行う施設に関
する調査」(平成 27年)では、全国の無低宿泊所 537 施設の内、週 3 

回以上入浴有 530 施設(98.7％)、食事提供有 458 施設(85.3％)、服薬管
理有 181 施設(33.7％) 、金銭管理有 169施設(31.5％)。 

26
 全国的に同じ状況であることは参考文献(9)pp.106 に記されている。 

27 全国城北旅館組合登録軒数。2020年 6月 29 日電話による城北旅旅
館組合へのヒアリングによる。 

28 https://sanya-yui.net 当施設は 2014 年に開業した。   
29 同宿泊所の職員の該当利用者に対する聞き取りに基づく。 

30
 参考文献 (9) pp.17-18 

31 社団法人つくろい東京ファンド代表理事の稲葉剛氏及び NPO法人 

TENOHASHI 理事の森川すいめい氏への、ZOOM インタビュー(2020

年 6月 23 日、26日）及び参考文献(9)pp.218。 

32 参考文献 (9) pp.125 
33 参考文献 (3)pp.97-107、参考文献 (4) pp.88-100、参考文献(9) pp.2-3 
34 上記 27 の森川氏の ZOOM インタビューより。例えば HF東京プロ
ジェクトの構成団体の１つが取り組んでいるオープンダイアログ

は、人の関係性構築には対話を開くことが大事で、相手を理解し上
下関係なく対等な関係で話していくということ。 

35 PHは https://www.pathwayshousingfirst.org/  

  HF東京プロジェクトでは https://www.mdm.or.jp/project/103/ 
36 参考文献(3) (12)では、無低宿泊所の劣悪な実態が紹介されているが
当該 NPOによる同年に行われた利用者満足度アンケートにおいては

「総合的な評価」「職員の対応」において 9 割以上が不満なしとい
う結果をウェブ上に載せている https://www.npo-sss.or.jp/database/ 

37 上記 31 の ZOOM インタビュー、及び参考文献(4)pp.136-142。例え

ば福祉事務所同行、行政関係書類の整理、アパート探し、ゴミ出し
など生活ルールの確認、居場所づくりや本人の必要とすることや希
望を確認するために行う会話など、アパートに転宅する前と、転宅

した後に必要となる支援。また障害や疾患がない人、高齢でない人
などに対しても、必要となる支援を行う。 

38 上記 27 の ZOOM インタビュー。顔つなぎのことと併せ、HFでは

囲わない、つまり当事者が別の地域資源などを自ら選んで利用する
ことを妨げないということを伺った。 


